
平成３０年３月定例教育委員会議事録 

        （白石町教育委員会会議規則第１６条及び第１７条の規定により作成） 

 

１ 日 時  平成３０年３月２３日（金）午前１０時００分 

                     役場３階 会議室４ 

２ 出 席 委 員  北村教育長 稲佐委員 下田委員 松尾委員 堤 委員 

３ 事務局職員  吉岡学校教育課長 千布生涯学習課長  

石橋主任指導主事 中村指導主事 

原学校教育係長 川畑庶務係長 

４ 前回議事録の承認 

  ２月定例教育委員会の会議録 【原案どおり承認】 

  ３月臨時教育委員会の会議録 【原案どおり承認】 

５ 教育長の報告 別紙資料のとおり 

６ 会議に付した議案 

付議第８号 平成３０年度準要保護の認定について 

付議第９号 学校統合について 

７ 動議の提出者  なし 

８ 議事の概要  別紙資料のとおり 

９ 議 決 事 項  付議第８号から付議第９号すべて議決 

10 その他   

・事務局からの報告 

・傍聴者 なし 

 

  



１ 開 会  9：57 

   吉岡課長 

    

２ 前回議事録の承認  9：57 

２月定例教育委員会の会議録を資料により説明 

３月臨時教育委員会の会議録を資料により説明 

           委員全員承認 

 

３ 教育長の報告  9：59 

    弥生の３月も春の彼岸になってしまいました。桜も見え始めましたが、まだ春

うららには少し時間がかかるようです。気候が非常に不安定で関東では雪が降

るという状況があるようです。 

  （前回以降の主な動向） 

2/17 四町合同防災訓練（北明小） 

   四町というのは、大町、江北、白石、太良それに佐賀県も加わってい

ただき、今回出来るだけ実際に即してということで、避難者の方が自

分たちで主体的に動かれるような訓練。これまでは、行政職員が主導

的に関わるというのが多かったのですが、そうではなく避難者が自分

たちでということで、実際に何かあったときに行政職員がさっと準備

しているわけではございませんので、避難した中でそれぞれ分担して

やらなくてはいけませんので、そういう動きでかなり実際に即した形

になっていました。また、ドローンを使っての捜索などの訓練もなさ

れたようです。 

3/ 4 ダム感謝祭（しゃくなげ湖畔） 

   佐賀市富士町のダムに白石町は大きな恩恵を受けておりますので、そ

れに対しましての感謝ということで、町長、議員の皆さん、参加され

ての感謝祭が開催されております。 

3/ 7 議会一般質問（～8日＜10名＞） 

   ３月議会の定例会が１９日までございました。一般質問が後持って申

し上げますが、１０名の一般質問を受けました。 

    3/22 人事異動内示(一般) 

       教職員の一般内示を無事に終えております。これを基に２９日新聞に

掲載される予定のようです。 

（問題行動等報告） 

（１）問題行動 

問題行動等は本当におかげさまで報告を受けていません。学校の頑張りもも



ちろんですけど、やはり家庭、地域、学校との連携協働というのも見えない

部分で功を奏しているのかなと思っているところです。 

（２）いじめ問題 

   「いじめ」については、資料の１２番のケースが１件報告されております。

この件では、その行為を見た子が家庭で嫌だったという話をしております。

そのことを学校に伝えていただいております。こういうことによく気づいて

くれたなということが、よかったなあという思いがありますし、このことも

すぐ対応していただいて、すぐに収まっているようで、重篤な方には進んで

おりません。 

（３）不登校 

   小学校は、前回と同じような数です。また少し日数が進みました。中学校は、

この期になって新たに資料の８番１年生の男子、それから２０番１年生の女

子。この時期になって１年生が新規に出始めてます。８番の１年生の男子は、

家庭的にゴタゴタがあって、福祉が関わらなければならないような状況のよ

うです。それから２０番の１年生の女子は起立性障害で朝起きれないという

状況になって、これまでも何日か休みがあったようですけど不登校として挙

げた方がいいだろうということで挙げております。病院にもかかって、起き

れないというような状況です。それぞれ、管理職、担任、主任、養護、教育

相談担当、スクールカウンセラー、スクールアシスタントなど丁寧に細やか

に関わっていただいているところです。 

（３月議会定例会における一般質問の概要） 

   今回３月議会で教育委員会関係の質問を８項目いただきました。詳細を申し

ますとかなりの時間になりますので、概略だけ申し上げます。 

  （１）（４）小学校の統廃合について(川﨑議員、中村議員) 

     これは、８つの小学校を早急にすべきではないか。今の校舎を利用する

ような形でどうかというようなことです。それから、児童数の推計から

今後のスケジュール、あるいは学校区の区割り等についてどう考えてい

るかというようなことでした。これについては、結論を言いますとまだ

具体的に動き出しておりませんので、今後検討いたしますと、特に現校

舎については、活用する方向で検討してまいりたいということをこたえ

てます。それから、学級を増やすために町で職員を雇うという方法もあ

るのではないかということも申されました。もちろんこれは、人件費を

出せば可能ですが、やはり雇用の保証等も十分に出来ません、併せて学

級数の数を増やせばいいのかという問題でもありませんので、こういう

のも簡単にはいかないということで、中村議員も併せて統合についても

申されました。いずれにしても具体的なやり取りをするような段階では



ありませんので、いわゆる不確定の情報が町内に流れて、混乱するよう

な状況は避けたいという風なことで、具体的な話については、もう少し

時間を頂きたいというようなことで答えをしております。 

  （２）大雪に対する防災対策と通学路の安全対策(鳥獣)について(前田議員) 

     鳥獣、これはイノシシのことです。特に雪に関しては、高台にある有明

南小学校のことです。町道あたりは、建設課が頻繁になされております

けど、学校はどうかということですが、学校も町道からの進入路、それ

から学校の敷地内では、融雪剤をちゃんと撒いて安全確保に努めていた

だいております。それから、イノシシについては、時々見かけるという

状況であるということで、「近づかない」、「ゆっくり遠ざかる」、あるい

は、「近くの民家に逃げ込む」といったような指導をしていただいて、

メール等で注意喚起もなされているようです。 

  （３）シニア世代の生きがいづくりについて(吉岡議員) 

     高齢者の生きがいづくりへの支援などをもう少し考えて頂きたい。それ

から、県でやっている「ゆめ佐賀大学」の白石校の誘致を考えたらどう

か。あるいは、ガーデニングの指導者あたりを養成するというのはどう

かというようなことが出されました。これについては、生涯学習課でも

春の講座、秋の講座それぞれ６講座、「豆腐作り」、「陶芸」、「ウォーキ

ング」等、いろいろ工夫してやっていただいて、ほとんどシニアの方が

利用されてますので、特にシニアに特化して、これ以上開催するという

のは、現状ではしなくていいのではないかということです。それから、

ゆめ佐賀大学については、今の白石の状況が一つの講座だけですので、

年間を通していろんなことが学べるような、いわゆる総合型の講座の開

設も今後検討していいのではないかということです。ガーデニングのこ

とは、ガーデニングの指導者あたりが活躍されて、役場の駐車場あたり

にフラワーポットなど飾ったらいいのではないかというようなことで

したが、確かにそういうことになればいいことですけど、いずれにして

も生涯学習課の講座あたりに積極的に参加していただいた中で、自主的

な趣味のグループが立ち上がってガーデニングをなされるという風な

方向に進むのがいい形ではないかというようなことで答えております。 

  （５）聴覚障害者への適切な対応について(溝口議員) 

聴覚障害者への適切な対応については、小中学校ではどうですかという

ことでしたが、今のところ、聴覚障害の特別支援学級は、小１、中１の

各２学級それぞれ１名で各２名。いずれも補聴器使用の子供たちが通っ

ているわけですけど、県立学校からの巡回相談などもしっかり利用して、

全職員がご理解のもとに対応していただいております。それから、通常



学級の中にもいくらか、聴覚の障害的な子供もいますけど、座席の位置

とかあるいは、視覚に訴えての指導とか、それぞれ工夫してもらってい

るところです。それから、手話教育が必要ではないかというような質問

もなされました。学校では、特別、手話教育という特化した指導はやっ

ておりませんけど、総合的な学習の時間での福祉関係の時に少し、ある

いは、社会福祉協議会の出前講座あたりを使っての授業、それから、ユ

ニバーサルデザイン教育の一環として、ちょっとした挨拶程度、親しむ

程度というようなことをやっているというようなことで答えておりま

す。 

  （６）学校教育環境分野におけるＩＴ活用策について(溝口議員) 

     学校教育分野では、どういう風な活用がなされてますかというようなこ

とでいたけれども、成績処理の効率化が非常に図られている。それと、

いじめアプリがスマホであるそうです。ですから、その場からすぐ通報

できるようなシステムがあるので活用はどうかなあということでした

けれども、やはり、ＳＮＳあたりの利用については、色々な問題もあっ

て、「便利ですね。そうですか。」という訳にはいかない。今後十分に配

慮が必要であろうというようなところです。 

  （７）主権者教育の推進について(友田議員) 

     高校の方では、かなり具体的な指導がなされてますが、小中学校では、

この主権者教育ということに特化した授業はやってないわけで、ただ、

関連が社会科にかかってきますので、小学校３年生、６年生、中学校３

年生ですね、社会科を通して政治の仕組みとか憲法のこと人権のこと、

中学校では具体的に生徒会長選挙とかありますので、そういった具体を

通してどういう風な人を選ぶ。人気とか格好とかではなくて、具体的な

施策とかいうのについて指導がなされているというのが答えです。 

  （８）地域文化の伝承の活用について(草場議員) 

     歌垣の郷を活かしたまちづくりがもっと必要ではないかという風なこ

とです。それから三十一文字コンテストが、今年度応募数が非常に増え

たということで前回申しましたが、これをもっと大々的にピーアールす

べきではないかというようなこと。それから、地域文化の保存、公開、

活用をもっと考えて、郷土への愛着と誇りを子どもたちにもっと育成す

べきではないかというようなご質問を受けました。これについては、学

校での取り組みは、二つのアプローチ。一つは、知るということ、特に

「私たちの白石町」という副読本を今回更新しました。白石町のこと

色々載ってますので、こういったものを活用して、まず知るということ。

郷土を知るということ。郷土の文化を知るということ。二つ目が体験を



通してということで、干潟見学に行ったり、堤防の見学に行ったり、あ

るいは、収穫体験をしたり、浮立を実際やってみたりという具体的な体

験をやってますので、こういった経験を積み重ねて進めていくべきもの

というようなところで、答えております。 

（人事異動について） 

  今後のことも含めて起こしております。２６日、月曜日に最後の人事異動協議

会が武雄の総合庁舎の方であります。前もって合同会議がありますので、稲佐

委員さん、またご足労よろしくお願いいたします。それから、２７日転入者の

事前説明会。これまで、一斉呼び込みという呼び方をしていましたけど、動か

れる先生が転入される学校に行かれて、色々説明、あるいは、新規の校務分掌

の話とか、そういうことをなされる日が、２７日です。それから、先ほど申し

ました新聞発表が２９日。本当は２７日でしたが、佐賀新聞が紙面を作れない。

かなり紙面を割きますので、紙面が確保できないということで２９日になった

ようです。それから、２９日にこれまで新年度になってから行っていました白

石町の教職員の退職者離任式を１６時から実施をいたします。新任の方につい

ては、４月２日、月曜日、昨年は１４時３０分でしたけど、３０分繰り上げて

１４時から大会議室の方で予定をしておりますのでよろしくお願いしたいと

思います。 

  稲佐委員：議会の一般質問の概要の中で８番目の地域文化の活用についての草

場議員さんがご質問なさったということですけど、本町の歌垣の郷

のこと、あるいは、三十一文字コンテストのことがあるわけですけ

ど、まあ須古区、また稲佐地区あたりは色々なそういう地域で、活

動をし始めたわけです。例えば、稲佐神社の阿佐太子の問題など、

それも前回産業創生課長の久原さん、それから主査の田中さん、係

長の溝口さんあたりとの、私たち実際に話し合いをしましたけど、

教育委員会、教育委員会と何でも持ってくるのではなくて地域、そ

れからこの産業創生課あたりもそういった文化とか伝承とかいった

ことの分野も担当されてもいいのではないかと感じがするわけです。

何かあればすぐ教育委員会の方に質問とか言っているけれども、や

はり本町の特色ある文化の再発見みたいな感じで、これも教育だあ

れも教育関係だとしてしまうと全部一括はなかなか難しいと思うか

ら、そういった認識も必要かなあという気がしました。 

  堤 委員：関連した質問で、私もこういったものの活動をしているので、そち

らの方も教育委員会生涯学習課の方と産業創生課の商工観光係の方

と両方、色々協力してもらいながらやってもらっていますが、最近

どっちかというと産業創生課の方が比重的には大きいところがあっ



て、周りの方に、町内、町外の方にＰＲしてもらって、関心を持っ

ていただかないと、なかなか文化財の保護も進んでいかないおとい

うところもあるし、文化財自体もこの頃そういう流れになっていっ

ているので、その辺は、町長部局と教育委員会と離れてはいますが、

その辺りは密に連携していただけるような体制をとっていただけれ

ばと思います。 

  千布課長：産業創生課の方は、観光という視点でですね、こちらは文化伝承と

いうことです。当然連携しながら進めていかなければいけないと思

っております。 

  堤 委員：今文化庁は、結構観光系で押してというのを明確にシフトチェンジ

していっているような感じですので、その辺りを町の方でもうまく

協力していただければと思います。 

  北村教育長：これは、ハード面、ソフト面色々ありますけど、ハード面は歌垣

公園の色々な施設がありますが、水が今問題となっております。昨

日も町の会議でありましたが、あそこに水道を引けば、８千万円く

らいかかるようです。ですので、井戸はどうかとか色々出ていて、

何とか生かすような方向で考えないといけないということで、色々

な方面から出ているのは間違いありません。 

 

４ 付議事項の協議 10：23～ 

  付議第８号 

   平成３０年度準要保護の認定について 

    （秘密会議で審議） 

    大川内主任：資料に沿って詳細説明。（継続１件、新規１件） 

          厳正なる審査の結果  ２件認定。 

 

委員全員承認（付議第８号） 

 

付議第９号 

 学校統合について 

  北村教育長：この件につきましては、教育委員会で進めているということです

が、先般資料の提案をさせていただいております。意見交換を検討

会の中でさせていただきたいと思います。 

 

委員全員承認（付議第９号） 

 



５ その他 10：41 

 （１）不登校児童生徒の卒業式参加及び進路について 

    中村指導主事：資料に沿って説明。 

    稲佐委員：私立で大分の方に行かれている方というのは、ここの学校は何か

専門的な学校なのですか。 

    中村指導主事：いえ。転出で転校されてということです。 

    下田委員：中学３年生で学校に行けなかった子どもたちは、全員進路が決ま

ったと理解していいでしょうか。 

    中村指導主事：そこがまだ確認不足で、２次募集で受けている子が不登校で

あったかの確認が取れておりません。申し訳ありません。 

（委員全員承諾） 

 （２）規程及び要綱の一部改正について 

   白石町立小中学校事務共同実施組織運営規程の一部改正 

   白石町立小中学校事務共同実施協議会設置要綱の一部改正 

    原 係長：資料に沿って説明。 

    松尾委員：具体的に４月からどういう風にしますという組織図というのはな

いのでしょうか。 

    原 係長：組織図はありますけど。 

    松尾委員：それを見た方がわかりやすいのでは、これだけ見ていても全然わ

かりません。中心校がどこでどうなるというようなものが。 

    原 係長：中心校は、事務長がいる学校ですので事務長が廃止されてからし

かできない。一応、第１支援室を白石中学校区の学校ということで、

白石中学校、白石、六角、須古、北明小学校の５校が組織。第２支

援室を福富地域、有明地域の学校６校で組織するような形になって

います。 

    北村教育長：分割の案がありませんでしたか？本年度執行案。 

    原 係長：追加で資料をお持ちします。 

    吉岡課長：端的に言いますとこれまで１つだったものを２つに分けてという

ことであります。５校と６校です。 

    稲佐委員：例えば、事務長さんというか事務職員は、所属は２つに分かれる

と、どこの学校に所属するというのはどのようになっていますか。 

    原 係長：所属。２つに分かれるといいますと。 

    稲佐委員：支援室が２つに分かれますでしょう。そうするとさっきおっしゃ

ったようにその学校の中の、いわゆる兼務していかなければならな

いようになるため、事務長さんは、それぞれ１校に一人ずついるの

ですか？ 



    原 係長：事務長は、平成２９年度で言いますと白石中学校に１名だけしか

いません。 

    稲佐委員：白石中だけですね。そこが所属ですね。 

    原 係長：今は、月１回の全体会と月１回の分科会を行っていますので、そ

の中で、例えば監査業務とか帳簿点検など各校の手伝いもするよう

な形でやっています。 

    原 係長：追加資料の説明。 

    吉岡課長：事務長が所属する学校は、事務職員が２人ということになります。 

    稲佐委員：白石中学校と？ 

    吉岡課長：現在で言いますと白石中学校に事務長の席があって、白石中学校

にはもう１人事務職員がいるというのが現状としてはなっていま

す。新年度において、人員配置がどうなるのかということです。 

    北村教育長：内示がもう終わっておりますので、この事務のことですが、理

想は、それぞれの支援室に事務長が配置されるのが理想ですが、残

念ながら県教委の方で事務長の確保が出来ていません。ですから、

次年度事務長１人。第２支援室に事務長が配置できない。これは、

県下のほかの支援室でも発生しております。ですから、白石町中学

校の事務長さんが第１支援室の事務長さん。副はこの中からどなた

かが選任されるということです。事務主任というのは、この第１支

援室にはいらっしゃいません。第２支援室は、事務長がいない。そ

の代わり事務主任が今福富小にいます。その方が室長、この事務主

任というのが、この組織運営のための主任ですので、あと副室長は、

このそれぞれの学校から選ばれるということで動きます。事務長の

配置がかなわないということで変則になります。 

    下田委員：共同実施グループという文言を使われていますが、運営規定では

あまり見ない文言だなあと目を通していましたが、これは県のモデ

ル規程かなんかですか。 

    原 係長：はい。県と鹿島市など分割が進んでいるところがありますので、

その辺りの文言。それから、白石町の改正前の文言もグループを使

っていましたので、そのまま使っていますが、運営支援室全体とい

う考えにはなります。 

    下田委員：この資料で見たら、グループというのはどこを指すのでしょうか。 

    原 係長：これで見ますと全体を指します。 

    下田委員：易しい言葉でまとめてあるなあとは思いますがどこで見るかが？ 

    原 係長：第１項については、第１支援室と第２支援室を分けたような見方

になって、第２項が共同実施主任は全体を見ますよとなっています。



ちょっとそこで表現の仕方が解りづらいなというところもありま

す。 

    白石町学校教育支援員(スクールアシスタント)配置事業実施要綱の一部改正 

   白石町立小中学校公用車管理規程の一部改正 

   白石町教育委員会日々雇用職員（学校司書、給食調理員）の雇用及び就労に  

関する要綱の一部改正 

   川畑係長：資料に沿って説明。白石町教育委員会日々雇用職員（学校司書、

給食調理員）の雇用及び就労に関する要綱については、次第の方に一部改正

の記載がないため修正を依頼。 

   稲佐委員：いわゆる教育活動全般といいますと修学旅行も当然入りますけど、

例えばスクールアシスタントが修学旅行等へ付き添いをする、か

つては養護教諭あたりが、その辺の手を担っていたのではないか

と思います。例えば時間外勤務等々も発生する可能性もあるわけ

ですよね。ですから、そういったところまでしないといけないも

のかと。どうでしょうか。 

   吉岡課長：これにつきましては、例としては非常に少ないという設定をして

おります。一般的に修学旅行でも何でも支援員がついていくとい

うことではなくて、どうしても支援員がついて行かないといけな

い子どもさんがおいでになった場合に教育委員会が承認をしてと

いうことです。ですからその場合には、時間外の賃金のことも考

えないといけないと思います。ただ、今のところ基本的に承認し

ないといってはいけませんが、安易に支援員の同行を認めようと

いうことではありません。 

   北村教育長：泊を伴う分については、想定外でしょう？ 

   吉岡課長：はい。そこまでは、まあ事情、事情だろうとは思いますけど。 

   松尾委員：そうしたら、基本的にはないということですね。 

   吉岡課長：基本的には、教育委員会が承認するというのをわざわざ入れてい

るのは、ではどうぞという話ではないということです。今までは、

ついて行かないということにしておりましたが、要望がありまし

て、ただ、今までの要望でしたら行った場合でも旅費が出ないと

いうことになっていましたが、旅費は当然出さなくてはいけない

だろうということにはしております。まあ、色々先ほどの時間外

まで必要かとか支援員に１日６時間というのを修学旅行になると

２０何時間となってしまいますので。 

   稲佐委員：週に２８時間勤務以内ですからね。 

   吉岡課長：はい。そういう話になってしまいますので。 



   稲佐委員：わかりました。 

   堤 委員：修学旅行以外に何か想定されることは、今のところないというこ

とですか。 

   吉岡課長：一般的に校外活動があります。町内のところで、例えば遠足とか

それから観劇、芸術、劇場とかそういうので。 

   松尾委員：収穫体験とか何とかですね。 

   吉岡課長：はい。ただ、町内の場合は旅費が発生しませんのでいいですけど。

安易な承認はしないということです。 

   松尾委員：勤務時間は８時間。 

   吉岡課長：はい。８時間正確には７時間４５分です。 

   松尾委員：逆に言うと学校司書の方が安いように思うのですが。 

   吉岡課長：はい。需要と供給の部分がありまして、図書館司書は、応募があ

るからいいのですが、給食では苦労しております。 

   川畑係長：もう一つ、一般事務の日々雇用が６，４００円ですので、学校司

書はその金額に合わせる。調理員は、ちょっと特殊といいますか

その部分で差がありますという形になっています。 

   吉岡課長：ここで報告ですが、新年度の給食調理員の雇用数がどうにか足り

たということでして、町全体の一次募集の時点では２人足りませ

んでしたけど、まあ１月の時点ですが、その後「いいですよ」と

いっていただいた方、内定してから辞退された方など出たり、入

ったりありまして、昨日の時点ではどうにかスタート出来る状態

になりましたが、うち１名は、「足らないということですので協力

をしますが、１学期だけは出ます。」とですから、その方の分につ

いては、２学期以降の次の方を見つけないといけないという状態

になっております。 

   松尾委員：実際に給与が上がっていいなという方は、いらっしゃるのでしょ

うか。 

   吉岡課長：２００円の経験の方は、ああ上がったんですねと言われて。一人

あったのは、人員関係で今まで給食センターにいた人が学校に行

ってくださいとご相談をした方は、「では、６，８００円からです

か。」と言われて、「つまり経験を見るか、見ないかということで

すかね。」とお聞きしたら「はい。」ということでしたので、「もう

経験がありますので場所が変わっても７，０００円です。」と言っ

たら微笑まれた。それから、東小学校の方でリーダーについて「リ

ーダーをしていただけますか。」と本人さんにした件に関しては、

「リーダーをですか？」と言われましたが、「認められたことに関



しては、ありがとうございます。」ということで、好意的にとって

いただいたと思っております。 

   松尾委員：一般的な調理員より高いですよね。 

   吉岡課長：はい。高いです。 

   北村教育長：条件は決して悪くはありませんが、なかなか厳しいです。 

   下田委員：日々雇用で、社会保険とかは？ 

   吉岡課長：はい。社会保険です。ただ、うちの場合は、通勤手当がありませ

ん。 

   松尾委員：通勤手当といっても、１日何百円でしょうから。 

   吉岡課長：決して安くないですけど。 

   松尾委員：いえ。安くありませんよ。普通町内７５０円くらいですよね。 

   下田委員：今時間給？まあもう少し高いですかね。 

   松尾委員：まあ、７５０円くらいから始まるといったところが多いと思いま

すので。 

   吉岡課長：まあ、うちが経験年数で上がるというシステムをとってないのと

通勤手当がないというのと今いる方に引き続きいてください。と

いったところです。 

   堤 委員：これは、周辺市町も苦労されていますか？ 

   吉岡課長：具体的に言いますと、太良とか嬉野の方はあまり苦労されていら

っしゃらないみたいです。だんだん北の佐賀市の方に近づきます

と苦労されているということで、民間の人材派遣会社に聞いても

やはり調理員と清掃員と介護とが人が集まらないということです。

シダックスといって派遣会社がうちの方に入っていますがシダッ

クスさんも新聞の広告等で募集をされています。場合によっては、

うちが現在３人派遣を受けてますがうちの直接の採用が出来なか

った場合１人増員していただけますかと相談をしましたが、ちょ

っと無理だということでした。 

   下田委員：専門学校に募集を出さないといけないのではないでしょうか。 

   吉岡課長：短大を回ったらと言われましたが、今のいい状況で新卒の方に日々

雇用でというのも無理かなと思います。 

   松尾委員：正直難しいと思います。市内の学校の方が、こっちに田舎の方に

来るというのはあまり考えられない。 

   吉岡課長：ですから、とにかく今しているのは人伝で探している状態です。

一つなるほどと思ったのは、民間に出ていてうちの方に来たいと

いう方が何人かおいでになりましたが、結局どういう話かという

と給食関係ですので、例えば老人施設も一緒ですけど土日に出勤



しないといけない。それから３食であったりするとか、それに対

して学校給食は、間違いなく土日が休みでかつ中期休みがあるの

で、子どもが小さい間はこっちの方がいいからと今の所を辞めて

学校給食に来るということです。 

   松尾委員：多いと思います。盆、正月も休めないし、私たちはこうはできな

いですし。 

   吉岡課長：そこは、そうだなあと思いました。ただ、中にいらっしゃったの

は、子どもが中学校、高校になった時は毎日仕事があった方がい

いと言われる方もいらっしゃいました。 

            （全改正分委員全員承諾） 

 （３）４月行事予定表 11：19 

川畑係長：資料に沿って説明。 

    吉岡課長：この場を借りて報告ですが、以前大雨の時に朝倉市からうちの方

に流れ着きました松末小学校の門柱、それからその松末地区にあり

ました石詰公民館の門柱を明日返還に持っていく予定です。８時か

ら出発式を行って、あちらの方が閉校式をされる。学校が大雨の前

の段階で２０数人しかいない学校でしたので、閉校する予定でした

が、その閉校式に併せて返還式をするということで、町長、教育長

と一緒に門柱を返還に行ってきます。 

（委員全員承諾） 

 

６ 閉 会  11：22 

吉岡課長 


